
 

       

  

 

2025 年 11 月 20 日 

修道学園創始 300 周年記念事業 

明治期日本における法の近代化 
—戸惑い､そして､強かに法を使う人びと 

 

広島修道大学（広島市安佐南区）は、12月 13日（土）に修道学園創始 300周年記念事業

の一環として研究成果発信プログラム『明治期日本における法の近代化—戸惑い､そして､強

かに法を使う人びと』を開催します。 

 

記 

 
日  時: 12月 13日（土）14:00～16:00 (13:30 受付開始) 

場  所: 広島修道大学図書館ライブラリーホール 

参 加 費：無料 

 

定  員：50名 

参加申込締切：12月 11日（木） 

参加申込方法：チラシの参加申込フォームにて申込 

 

〈講演〉 

三阪 佳弘（広島修道大学法学部教授） 

「明治初年旧広島控訴院管轄裁判所保存史料から見える紛争解決の実像」 

 

居石 正和（広島修道大学法学部元教授・島根大学名誉教授） 

「明治 21(1888)年法律第 1号市制施行をめぐって —近代都市法制受容の一コマ—」 

 

詳細は添付のチラシをご確認ください。 
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NEWS RELEASE 

【本件に関するお問い合せ】  
広島修道大学学長室総合企画課 本多・堀田 
Tel：082-830-1102  Fax：082-830-1324 
公式サイト：https://www.shudo-u.ac.jp/  E メール：kouhou@js.shudo-u.ac.jp 

プレスリリース一覧≪公式サイト⇒報道関係の方≫                 プレスリリース一覧▲ 

枚数：本紙を含め 3 枚 

※取材申込締切 12 月 12 日（金） 16：30 


